
行為の許可申請におけるフロー図

排水設備を新設する土地

処理区域の中にあるか

区域外流入の申請区域外流入の申請は不要

下記担当へ行為の許可申請書（添付書類含む）を提出

許可決定通知書の配布

下記担当へ
・区域外流入許可決定通知書
・行為の許可申請書（添付書類含む）※３
を提出

許可決定通知書の配布

なしある

※２

※４
※１ 処理区域の確認は、上下水道部ホームページの「区域外流入について」の「事業計画区域

図」より確認して下さい。
※２ 区域外流入の申請については上下水道部ホームページの「区域外流入について」を参考にし

て下さい。
※３ 行為の許可申請書の「公共」と「農集」の区別については、上下水道部ホームページの「区

域外流入について」の「事業計画区域図」より確認して下さい。
「事業計画区域図」の
【公共下水道】【特定環境保全公共下水道】以外は、【農業集落排水処理施設】
〇行為の許可申請書の「公共」は【公共下水道】【特定環境保全公共下水道】の２つの区域
〇行為の許可申請書の「農集」は【農業集落排水処理施設】

※４ 許可決定通知書の配布は申請を受けてから2週間程度時間がかかります。
出来るだけ施工まで余裕をもって申請をお願いします。

担当
上下水道部下水道施設課下水管路維持係
（弘前市大字津賀野字浅田269-3）
TEL：0172-34-3144

※１

※３

※４


